


Ⅰ.団体の社会的役割
(1)団体の目的 197/200字

(2)団体の概要・活動・業務 199/200字

Ⅱ.事業概要

事業概要 335/800字 ①事業構想：こども食堂、シェルター（緊急避難先）、居場所（寮などの運営を含む）に対して緊急の運営資金を助成し、事業運営
継続と児童、若者支援への集中、中長期的な運営組織基盤強化をサポートする。②実行団体への伴走支援の内容：助成金の提供（対
象支援児童数の拡大、支援内容の拡大、常設型事業以外の場合は活動日の拡大を含む）、組織運営に伴う各種企画（スタッフ採用と
教育、人事考課などを含む）、民間企業との連携支援（企業からの寄付、物資提供、社会人ボランティア派遣などを念頭にした直接
支援を想定）を前提とした紹介斡旋を予定。③期待効果：児童、若者の学習や進学、就労の前に、心身の安定と対人コミュニケー
ション能力の向上をもって、社会に出ていくための基礎的な能力を整えられるようにする。

(終了) 2024.04.30 対象地域 全国

高齢世代と子どもたちの世代間の相互扶助と資源循環の仕組みづくりを推進することで、次の世代に向けてより良い社会をつないでいくことを目指して
います。なお、営利法人を始めとした社会から集まった寄付を、「社会的ハンデを抱える子どもの福祉の増進」「心身の健全な育成」「自立支援」を目
的とする社会貢献団体に助成し、人に投資することで、社会の持続的な発展を目指して事業の観点で社会の仕組みづくりを目指します。

実施時期 (開始) 2023.05.01
事業対象者：
（助成で見込む最終
受益者）

家庭内の事情および心身の課題により、言語コミュニケーショ
ン能力をはじめとする身体能力、学業、就労の準備に何らかの
助けが必要な児童、若者が最終受益者です。そのような最終受
益者となる児童や若者を支援する実行団体（子ども食堂やシェ
ルター、居場所事業など）への助成と伴走支援を想定していま
す。

事業対象者
人数

当事業で支援対象とする事業の多くがこども食堂を始
めとする居場所事業であり、その数は全国で約6000か
所が存在します。その全国のこども食堂（そのほかの
居場所も含む）から20団体、対象事業は年間延べ数約
1,000名が対象になります。

平成25平成25年から公益財団法人として、児童および若者の福祉並びに社会の一員として活躍していくための全国の児童支援団体への助成と運営支援を
行っています。主として小回りの利く少額助成および採用・教育・書面作業・助成金申請などの組織運営体制のサポートを行っています。2021年11月か
ら法人拠点を移すと共に体制を一新し、民間社会インパクトの大きい革新的な仕組みづくりのできる組織体制を構築しています。



Ⅲ.事業の背景・課題
(1)新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰により深刻化した社会課題 380/800字

(2)新型コロナ及び原油価格・物価高騰対応支援枠の助成申請に至った理由 292/200字

Ⅳ.事業設計

(1)短期アウトカム 100字 実施・到達状況の目安とする指標100字 把握方法 100字 目標値/目標状態 100字 目標達成時期 100字
1年を通じた活動をもっ
て、結果を評価する。

当財団の助成事業に応募した団体へのヒアリングの結果で、東北地方や四国地方などの地方部を中心に、子ども食堂を中心とした居場所運営団体の運営
資金不足による深刻な経営実態を多数確認しました。継続する世界的な経済不況にコロナ禍による国内の経済情勢悪化により、上述した全国の児童・若
者支援団体の対象者が急増し、必要なリソースも大きく不足してきたとのことでした。その結果、支援の必要な対象児童や若者に対して十分なアプロー
チができておらず、開催日数の縮小、食料品や生活物資提供量の減少などの影響が出てきている状況です。そのため、各支援団体は助成金や寄付を集め
るための活動にも追われてしまい、活動資金集めに平均して30％ほどの時間と人的リソースを割いている状況とのことです。そのために、今すぐの活動
資金提供および、今後の継続的な官民両方からの支援体制を構築する必要があります。

上述しましたように、現在は長引く経済不況と物価高騰の複合的な社会経済環境の悪化により、支援の必要になった児童層が急激に増加しました。な
お、このような社会環境の悪化により、両親等の保護者も児童や若者に対して十分なケアや対応ができなくなり、実質的なネグレクトや虐待のリスクも
高まっています。更に、高校生以上の年齢層に関しては、仕事や居場所を求めて地方から首都圏や主要都市部に移動するケースが多くなっていますが、
犯罪集団や貧困ビジネスの餌食になることも増えております。そのために、地方部を中心とした全国の居場所に対する運営支援を早急に拡大する必要が
あると判断し、今回の助成申請に至りました。

地方部を中心とした全国にある居場所事業の継続的な運営の
下、支援対象児童が進学や就職に向けて安定した準備が始めら
れている状況。

事業運営の継続率、年間活動日数、
支援対象児童・若者数の維持及び拡
大、対象児童の年単位の継続サポー
ト数。

左記の指標に対する半期
ごとの実績報告とレポー
ト、実地訪問によるヒア
リングや確認を予定。

平均してすべての指標が
維持または向上できてい
る状態。



100字 実施・到達状況の目安とする指標100字 把握方法 100字 目標値/目標状態 100字 目標達成時期 100字

100字 実施・到達状況の目安とする指標100字 把握方法 100字 目標値/目標状態 100字 目標達成時期 100字

(3)-1活動（資金支援） 200字

39/200字

25/200字

18/200字

0/200字

0/200字

0/200字

児童、若者支援における物資や人員の新規確保を進める 2023.06-2023.12

2023.07-2023.10児童、若者への提供物資を増やしていく

時期

2023.06-2023.07児童、若者支援において今までアプローチできなかった層に対してアウトリーチを開始

①対象児童・若者の数、②活動実施
回数（活動日数）、③イベント開催
数

左記の指標に関する報告
書をもってカウント

目標指標の平均値を
20％向上し、支援が拡
大で来ている状況

1年間の活動後に評価各地域の居場所支援対象児童に対して運営団体による食料品
（食事の提供を含む）や物資を提供し、児童や若者と触れ合う
イベントを開催する

(2)-2アウトプット（非資金的支援）

(2)-1アウトプット（資金支援）
助成配分団体の平均値として、年間延べ50名以上の児童、若者
に対して、物資または居場所、プログラムの提供をしている。

食糧、その他物資提供件数、イベン
ト参加者数をカウント

左記の事業報告内容を基
準にカウント

年間延べ50名以上の児
童、若者に対して、物資
または居場所、プログラ
ムの提供をしている。

2024-05-30



Ⅴ.実行団体の募集

Ⅵ.事業実施体制

(2)他団体との連携体制

当財団の理事、評議員、審査委員の運営、または所属する児童支援団体との連携により、ノウハウを共有の上で当該事業を
進めています。なお、複数の民間企業や行政自治体の政策局と連携し、活動母体への信頼できる体制アピールも試みていま
す。

(3)想定されるリスクと管理
体制

全国の対象団体（特に地方部）を対象にした活動を小規模の財団人員体制の下で進める必要があり、対面での相談や交流に
一定のハードルがあります。（現在、人員体制を強化するための予算確保と人員確保の調整中です）

(3)申請数確保に向
けた工夫

ⅰ．応募書類の審査、ⅱ．事務局の面談審査（電話またはオンライン）、ⅲ．当財団独立審査会の審査（2回予定）、ⅳ．決定 の
4段階での審査を予定（児童福祉に経験と知識豊富な当財団組織外部の多数の審査員と連携中）。募集から審査を経て助成実施まで
のスケジュールとしてはJANPIA助成採択が決定される場合は3月から募集開始～6月に助成実施を予定。*採択にならなかった場合は
規模を縮小して5月から募集開始～7月を目安に助成実施の予定。

事務局、理事会、評議会、審査委員会に組織が分かれており、助成選考においてはすべての組織が順に沿って対応し、事務
局を中心に伴走支援活動を進めます。

(1)採択予定実行団
体数

20団体

(2)１実行団体当た
り助成金額

135万円

全国の社会福祉協議会への情報拡散依頼、既存の当財団助成先団体様（約100団体）への情報拡散依頼、FacebookなどのSNS広告
運用（最も効果的）を予定。

(4)予定する審査方
法
 (審査スケジュー
ル、審査構成、留意
点等）

(1)メンバー構成と各メン
バーの役割






